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新型コロナウイルスワクチン接種についてのお願い 

 

 

 日頃、新型コロナ感染症対策にご尽力いただいておりますことに感謝いたし

ます。 

さて、２月下旬より感染予防の切り札でありますワクチン接種が始まろうと

しております。これまで４回にわたり群馬県よりワクチン接種の説明が行われ

ておりますがいよいよ各医療機関の V-SYSへの登録が始まろうとしております。

集合契約については２月８日（月）までと非常にタイトなスケジュールで進行し

ております。このような状況のもとワクチン接種をスムースに進めるためには

各郡市医師会から基本型接種施設や連携型接種施設となっている病院に対し、

事務手続きの遅滞のないこと、地区クリニックとのしっかりした連携構築を 

図ることなどの働きかけが欠かせません。基本型接種施設等では V-SYS に自院

での接種人員の個人登録もあり、施設によっては千名規模の入力を求められ 

ます。各郡市医師会は基本型接種施設等の置かれている事務上の煩雑さ考慮し

つつワクチン接種のシステムを構築する必要があります。医療資源の地域差、 

基本型接種施設との地理的条件などもあり、その地域にあったネットワークを

つくることが求められます。各医師会ごとのチームワークが求められていると

いっても過言ではありません。 

そのような状況を踏まえ各郡市医師会会長先生から基本型接種施設等などに

対し、より積極的な働きかけをお願いするものであります。これまでの群馬県医

師会の説明会には郡市医師会の予防接種担当理事の先生方は出席していただい

ておりますが、基本型接種施設等の病院群の先生方はほとんど出席されており

ません。ネットワーク構築にあたり情報が病院群に行き届いていないことを 

非常に危惧するものであります。いよいよ V-SYS への登録が始まります。   

この時期をとらえ群馬県医師会ではワクチン接種に関係するすべての医療機関

が情報の共有を図り円滑な接種開始を目指しております。各郡市医師会におき

ましては地域にマッチした使いやすいシステム構築をお願いするものです。 

コロナ収束の最大の武器であるワクチン接種です。より短時間により多くの

人に接種することが最大のミッションです。各郡市医師会の一層のご協力を 

お願いいたします。 



医療従事者等を対象とした
新型コロナウイルスワクチンの

接種体制確保について

＜医師会の皆様へのお願い＞

令和3年2月2日

群馬県健康福祉部薬務課

新型コロナウイルスワクチン接種準備室
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○ ワクチンが承認された場合に速やかに接種が可能となるよう、ワクチン接種の優先順位を踏まえ、
都道府県・市町村と連携して、接種体制を整える。

新型コロナウイルスワクチンの接種体制の構築
（スケジュールのイメージ）
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※優先順位は検討中の案に基づく



接種体制確保のために必要なこと

①基本型接種施設・連携型接種施設の選定
・医療従事者等の接種場所となる接種施設を選定する
・医療従事者等の接種で基本型接種施設に選定される施設は

2月中にディープフリーザーが設置される必要がある

②医療従事者等の接種医療機関の確保
・接種希望者数を把握して各接種施設に振り分ける
・医師会所属医療機関以外の接種希望者の受入については
別途県が郡市医師会・各接種施設と調整する

③集合契約に向けた準備（接種施設・医師会）
・集合契約に関する委任状の提出・とりまとめを行う

④接種希望者のリスト作成
・V-SYSを利用した予診票作成に必要なリスト(電子ファイル)
を接種までに作成する
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医療従事者の接種に向けたスケジュール

1
月

2
月
前
半

接
種
ま
で

医師会所属医療機関の基本型・連携型接種施設の希望調査(1/14～21)

医師会所属医療機関の接種対象者数の調査(～1/25)

ディープフリーザーの設置場所の調整(～1/28)
基本型・連携型接種施設の決定(2月初旬)

基本型・連携型接種施設から郡市医師会へ集合契約の委任状提出(～2/8)
郡市医師会から県医師会へ集合契約の再委任状提出(～2/15)
県医師会から日本医師会へ集合契約の再々委任状提出(～2/17)

医師会所属医療機関における接種希望者数のとりまとめ(～2/12)

医療従事者等の接種施設の調整・確保(～2月中旬頃)

医師会所属医療機関における接種希望者リストの作成(～2/25頃)
接種希望者リストとV-SYSを使用し予診票を作成・配布(～2/25頃)

医師会所属医療機関の接種希望者への接種日時の伝達等(～接種まで)

済

済

済
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①基本型接種施設・連携型接種施設の選定

基本型接種施設国内倉庫 連携型接種施設

冷凍での配送 冷蔵での移送

基本型接種施設 連携型接種施設
・基本型の在庫ワクチンを冷蔵で移送
・冷蔵でワクチンを保管し接種
・基本型と必要数量等の情報共有
・自施設の医療従事者への接種
・他の医療従事者等への接種

・大規模施設又は接種の中核施設
・ディープフリーザーを設置
・連携型と在庫ワクチンを共有・管理
・自施設の医療従事者への接種
・他の医療従事者等への接種

27施設 108施設

＜施設選定の流れ＞
①県から県医師会・郡市医師会を通じて対象施設の意向調査を実施
②①の結果をもとに、県が市町村のディープフリーザー設置計画と調整
③必要に応じ施設の意向を再確認の上、県として基本型・連携型施設案を作成
④各郡市医師会の意向を確認・調整し、承認が得られ次第、施設を決定
⑤各施設・各郡市医師会と調整し、基本型・連携型のマッチングを決定

済

済

済

ファイザー製
ワクチンを想定
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基本型・連携型接種施設の役割

基本型接種施設

連携型接種施設

・基本型施設から冷蔵で移送されたワクチンを管理（5日以内に使用する）
・自施設のワクチン必要数量を基本型施設へ申告（V-SYSに入力）

・ディープフリーザーの温度等の管理
・連携型施設に対する移送数量の把握・管理（記録台帳の整備）
・ワクチン・接種シール・0.9%生理食塩水・注射針及びシリンジを連携型に配分
・マッチングされた連携型施設のワクチン必要数量をとりまとめ、自施設必要数
量と合わせてV-SYSにオーダー数量を入力

27施設

108施設

＜共通事項＞
・集合契約への参加（郡市医師会へ委任状を提出）
・V-SYSへの接種施設としての初期登録・接種実績等の随時入力
・自施設の接種希望者リストの作成とV-SYSによる予診票の作成

※ワクチンの移送については、各接種施設による移送の他、運送業者等外部委託
による移送も可能。効率的な運用に関する情報が得られ次第お知らせします。
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医療従事者等への優先接種に係る基本型・連携型接種施設(案)
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医療従事者等への優先接種に係る基本型・連携型接種施設(案)
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②医療従事者等の接種医療機関の確保

基本型接種施設 連携型接種施設27施設 108施設

◆基本型接種施設・連携型接種施設においては、可能な範囲で
他の医療従事者等（B･C）への接種にもご協力をお願いします。
※他の医療従事者への接種協力を義務付けるものではありません。
地域の体制や施設の業務の状況に応じて可能な範囲で対応してください。

基本型・連携型接種施設において接種をお願いする優先接種対象者

A 自施設の医療従事者
B 自施設以外の病院・診療所・歯科診療所・薬局等の医療従事者
C 保健所職員・自衛隊・救急隊員等の国・自治体職員

＜接種医療機関確保の流れ＞
①県から県医師会・郡市医師会を通じて医師会所属施設の接種対象者数を調査
②県が歯科医師会・薬剤師会・その他施設・自治体職員等の接種対象者数を調査
③①をもとに郡市医師会において、医師会所属医療機関の接種施設を調整
④③と合わせ、県が郡市医師会等と調整して他の医療従事者の接種施設を確保

接種施設の調整方法等については、別途個別に各郡市医師会にご相談させていただ
きます。

済

済
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接種にご協力いただきたい医療従事者等の人数

医師会名 医師会 歯科医師会 薬剤師会 その他 国 県 市町村 計

前橋市 11,169 1,141 682 287 12 53 518 13,862

群馬大学 2,334 － － － － － － 2,334

高崎市 8,412 1,116 712 239 69 － 472 11,020

群馬郡 2,561 － － － － － － 2,561

桐生市 4,441 422 351 30 － 24 258 5,551

伊勢崎佐波 6,566 641 369 250 － 48 271 8,190

太田市 5,500 836 407 192 1 26 223 7,185

渋川地区 3,411 286 119 106 78 25 137 4,162

藤岡多野 2,532 188 154 10 － 22 152 3,013

富岡市甘楽郡 2,167 148 104 37 － 22 145 2,623

安中市 1,363 76 72 76 － 13 81 1,681

吾妻郡 2,062 103 48 32 － 23 116 2,384

沼田利根 2,784 143 98 86 － 24 153 3,288

館林市邑楽郡 3,232 339 288 82 － 10 286 4,237

合計 58,534 5,439 3,404 1,452 160 290 2,812 72,091
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③集合契約に向けた準備

接種実施の委託先 委託元(委託を行う側)

群馬県医師会

郡市医師会

接種施設

日
本
医
師
会

委任

再委任

再々委任

全
国
知
事
会

群馬県知事再委任

委任

市町村

集
合
契
約

＜集合契約の流れ＞
①基本型・連携型接種施設から郡市医師会に委任状を提出
②郡市医師会は委任状をとりまとめて保存・県医師会に再委任状を提出
③県医師会は再委任状をとりまとめて保存・日本医師会に再々委任状を提出

※委任状の提出は、ワクチン接種契約受付システム（V-SYSの機能の一つ）を利用して
作成する必要があります。

※郡市医師会が委任状等をとりまとめる際、ワクチン接種契約受付システムに受領登録
を行う必要があります。

※再委任状・再々委任状は日本医師会文書管理システム掲載の様式を使用してください。
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③集合契約に向けた準備

・ワクチン接種契約受付システムへの最初のログイン手順
①下図の件名のメールをシステム会社から受信

②リンクを確認すると、５桁の確認コードがメールで送付されるため入力

③パスワード設定画面で任意のパスワードに変更
④ログイン設定完了 12

メールの件名は
「Salesforce パスワードのリセットを完了してください」

５桁の確認コードが
送付されます

※メール受信から24時間以内に必ず一度は
ログインしてください。ログインせずに
放置すると、アクセスできなくなります。



④接種希望者のリスト作成

＜リスト作成から接種券付き予診票作成までの流れ＞
①県が県医師会を通じ、郡市医師会に医師会所属医療機関の接種希望者リスト
とりまとめを依頼（基本型・連携型施設は自らリストを作成するため対象外）

②郡市医師会は、医師会所属医療機関に接種希望者リストの作成を依頼
③医師会所属医療機関は、接種希望者リストのファイルに自施設の接種希望者
の情報を入力し、郡市医師会にメール送付
※接種希望者リストのファイルは県ホームページからもダウンロード可能

④郡市医師会は、送付されたリストをとりまとめるとともに、とりまとめ状況
（施設ごとの確定した接種希望者数）を県医師会を通じて県に提出

⑤郡市医師会は、とりまとめたリストをもとに接種券付き予診票を作成・配布

郡市医師会においてV-SYSで接種券付き予診票を作成するために、
データ取り込み用のリスト（電子ファイル）を作成する必要がある
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今後のスケジュール①
2月初旬 県が郡市医師会と調整し、基本型・連携型接種施設を決定

2月8日(月) 基本型・連携型接種施設から郡市医師会へ集合契約の委任状を提出

基本型・連携型接種施設ではない医療機関から郡市医師会へ接種希望者
リストを提出

基本型・連携型接種施設から群馬県へ直接、接種希望者数を報告

郡市医師会が接種希望者リストをとりまとめ、県医師会に接種希望者
集計表を提出

12日(金) 県医師会から県へ医師会所属医療機関の接種希望者集計表を提出

15日(月) 郡市医師会から県医師会へ集合契約の再委任状を提出

17日(水) 県医師会から日本医師会へ集合契約の再々委任状を提出
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今後のスケジュール②
2月中旬頃 県と郡市医師会が調整し、基本型・連携型接種施設ではない医療機関

の医療従事者と、医師会所属施設以外の医療従事者等（歯科医師会・
薬剤師会・自治体職員等）の接種施設を決定

2月25日(木)頃まで 郡市医師会が、基本型・連携型接種施設ではない医療機関の
接種希望者リストからV-SYSに取り込む電子ファイルを作成

郡市医師会が、接種希望者リストの電子ファイルをV-SYSに
取り込み、接種券付き予診票を作成し、接種医療機関の情報
とともに接種希望者の所属する医療機関に配布

接種の前まで 接種希望者の所属する医療機関が、自施設の接種希望者に接種
券付き予診票を配布

接種希望者への接種日時の伝達（伝達方法の詳細は別途連絡）
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接種施設ではない医療機関にお願いしたいこと

(１)自施設に勤務する医療従事者に対しワクチン接種の希望の有無を
確認してください
①必要に応じ、県もしくは厚生労働省ホームページを案内し、ワクチンの接種等に
関する情報を提供してください。

②接種は任意であり、接種の有無は勤務に直接影響しない旨も伝えてください。

(２)接種希望者リストの電子ファイルに入力し、郡市医師会にメール
送付してください
①接種希望者リストの電子ファイル(エクセル形式)に必要事項を入力してください。

※様式は県ホームページからもダウンロードできます。
◆県ホームページ https://www.pref.gunma.jp/02/d50g_00074.html

②電子ファイルの利用ができない場合は、手書きの上でFAX送付してください。
③提出期限・提出先メールアドレス等については、郡市医師会が別途指定します。

(３) 郡市医師会から接種券付き予診票（２枚）と接種医療機関の情報
が送付されるので、接種希望者に配布してください
①接種医療機関での接種日時の連絡・予約等の方法については、別途案内します。
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郡市医師会にお願いしたいこと①
(１)基本型・連携型接種施設(案)についてご意見をお願いします
①予定していた接種体制と著しい乖離がある等、支障がある場合は至急ご連絡を
お願いします。

②基本型と連携型のマッチング方法について、別途県から相談させていただきます。

(２)医師会所属医療機関の医療従事者について、接種施設の調整をお願
いします
①医師会所属医療機関外の医療従事者等の受入調整と合わせ、県からも別途相談
させていただきます。

(３)医師会所属医療機関以外の医療従事者等の接種受入についてご検討
をお願いします
①医師会所属医療機関の調整要否と合わせ、別途県から相談させていただきます。

(４) 集合契約の委任状のとりまとめをお願いします
①基本型・連携型接種施設から提出された委任状を受理し、保存してください。
②受理した委任状について、ワクチン接種契約受付システム(V-SYSの機能の一つ)
を利用し、受領登録を行ってください。

③システムURL https://v-sys.my.salesforce.com
④各施設から郡市医師会への提出期限は2月8日(月)です。 17
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郡市医師会にお願いしたいこと②
(５)県医師会に集合契約の再委任状を提出してください
①日本医師会文書管理システムの「お知らせ」欄に掲載される再委任状の様式
を使用し、県医師会あての再委任状を作成して県医師会に提出してください。

②(4)の作業と合わせ、システム操作の詳細は依頼とともに送付されるマニュアル
を参照してください。

③県医師会への提出期限は2月15日(月)です。

(６)管内医療機関の接種希望者のとりまとめをお願いします
①基本型・連携型接種施設ではない医療機関から提出される、接種希望者リスト
をとりまとめ、V-SYSへ取り込む電子ファイルを作成してください。

②会員のメールアドレスを把握していない場合は、依頼時に郡市医師会のメール
アドレスを示す等により、電子ファイルによる提出を促してください。

③やむを得ず手書きの上でFAX等により提出を受けた場合は、別途ファイルへの
入力作業をお願いいたします。業務多忙の折お手数をおかけして恐縮ですが、
何卒ご協力をお願いいたします。なお、入力は接種券付き予診票の作成までに
完了していればよく、下記⑤の期限とは無関係です。

④基本型・連携型接種施設ではない医療機関の接種希望者数をとりまとめ、
県医師会に接種希望者集計表を提出してください。

⑤接種希望者集計表の県医師会への提出期限は県医師会が別途指定します。
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郡市医師会にお願いしたいこと③

(７)医師会所属医療機関の接種希望者に接種券付き予診票を配布し、
接種場所等を連絡してください
①とりまとめた接種希望者リストの電子ファイルをV-SYSに取り込み、接種券付き
予診票を作成してください。

②接種施設が決定してから接種までの間に各医療機関に配布するとともに、接種施
設を連絡してください。

③接種券付き予診票の配布枚数は、一人あたり２枚です。
④接種券付き予診票はPDFファイルで出力し、メール送付することも可能です。
⑤接種医療機関での接種日時の連絡・予約等の方法については、別途案内します。
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県医師会にお願いしたいこと

(１)集合契約の再委任状のとりまとめをお願いします
①郡市医師会から提出された再委任状を受理し、保存してください。
②各郡市医師会から県医師会への提出期限は2月15日(月)です。

(２)日本医師会に集合契約の再々委任状を提出してください
①様式については、都道府県医師会あて文書管理システムの「お知らせ」欄に掲載
されるものをご利用ください。

②日本医師会への提出期限は2月17日(水)です。

(３)接種希望者集計表のとりまとめをお願いします
①郡市医師会から提出された医師会所属医療機関の接種希望者集計表をとりまとめ、
県に提出してください。

②県への提出期限は2月12日(金)です。
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基本型・連携型接種施設にお願いしたいこと①

(１)集合契約の委任状の提出をお願いします
①ワクチン接種契約受付システムを利用し、郡市医師会あての委任状を発行・印刷
し、押印の上で郡市医師会に提出してください。

②システムURL https://cont-mhlw.force.com/mhlw/vs_ininJyoTouroku
③委任状が提出されないと、接種費用の請求及び支払いに支障が生じる可能性があ
ります。

④郡市医師会への提出期限は2月8日(月)です。

(２)V-SYSの初期登録をしてください
①郡市医師会が委任状の確認を終えると、ワクチン接種契約受付システムに入力
したメールアドレスあてにV-SYS用のID/PASSが送付されます。

②V-SYS稼働後速やかに、医療機関情報や接種医師情報等を入力し、V-SYSの

初期登録を完了してください。
③V-SYSの初期登録が完了しないと、ワクチンの分配を受けられません。
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基本型・連携型接種施設にお願いしたいこと②

(１)自施設に勤務する医療従事者に対しワクチン接種の希望の有無を
確認する
①必要に応じ、県もしくは厚生労働省ホームページを案内し、ワクチンの接種等に

関する情報を提供してください。
②接種は任意であり、接種の有無は勤務に直接影響しない旨も伝えてください

(２)接種希望者リストの電子ファイルに入力する
①接種希望者リストの電子ファイル（エクセル形式）を県ホームページからダウン
ロードして入力してください。
◆県ホームページ https://www.pref.gunma.jp/02/d50g_00074.html

(３) 接種券付き予診票（２枚）を出力し、接種希望者に配布する
①接種希望者リストの電子ファイルをV-SYSに取り込み、接種券付き予診票を作成
してください。

②接種券付き予診票の配布枚数は、一人あたり２枚です。
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基本型・連携型接種施設に準備していただきたいこと①

(１)接種開始に向けた人員・場所・接種時間等の準備
①具体的な医療従事者等の配置の検討
（例）予診を担当する医師１名

接種を担当する医師又は看護師１名
薬液充填及び接種補助を担当する看護師又は薬剤師１名
接種後の状態観察を担当する者（看護師が望ましい）１名
検温、受付・記録、誘導・案内、予診票確認、接種済証の発行→事務職員

②場所や接種時間等の検討
（検討事項）・診療時間の延長や非診療日の接種等による接種時間の確保

・予防接種専用外来の設置
・時間ごとの予約枠の設定
・被接種者の動線
・定期的な換気等による感染防止対策

※「新型コロナウイルスワクチンの接種を実施する医療機関において、一時的に診
療時間や診療日を変更する場合には、医療法に基づく当該変更の届出は省略して
差し支えないこと。」
（R2.12.17 厚生労働省医政局総務課事務連絡）
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基本型・連携型接種施設に準備していただきたいこと②

(２)物品の準備
【国等が準備し、基本型接種施設（病院）に届けるもの】
・ワクチン
・ワクチンに付属する書類
・スターターキット（耐冷手袋・保護メガネ・スコップ等）
・超低温冷凍庫（ディープフリーザー）
・０.９％生理食塩水※ワクチンの配送時に、一緒にワクチンメーカーから配送
・接種用注射針、接種用シリンジ※ワクチンとは別に、卸から配送される

【基本型及び連携型接種施設で用意するもの】
・２~８℃の環境でワクチンを保存するための冷蔵庫
・予診等で用いる医療従事者用マスク、使い捨て手袋、使い捨て舌圧子、体温計
・ワクチンの希釈に用いる針及びシリンジ、消毒用アルコール綿、トレイ、医療
廃棄物容器、針捨て容器、手指消毒剤

・救急用品
・事務用品
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問い合わせ窓口

群馬県健康福祉部薬務課
新型コロナウイルスワクチン接種準備室

◎接種調整係

接種体制確保・国庫補助事業・広報啓発に関すること

電話：０２７－８９７－２９５６

◎流通調整係

流通調整・フリーザー・V-SYS・相談窓口に関すること

電話：０２７－８９７－２９５７

メールアドレス：corona-vaccine@pref.gunma.lg.jp
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